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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
五
百
五
十
号

山
梨
県
内
の
各
市
町
村
長
が
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
行
う
麻
し
ん
の
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
医
師
が
同
表
に
掲
げ
る
場
所

等
で
当
該
業
務
を
行
う
旨
承
諾
し
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

医
師
の
氏
名

予
防
接
種
を
行
う
主
た
る
場
所

高
林
　
嬉
子

東
八
代
郡
石
和
町
市
部
八
百
九
番
地
一
号

医
療
法
人
康
麗
会
　
山
梨
峡
東
病
院

井
上
　
克
枝

東
八
代
郡
石
和
町
市
部
八
百
九
番
地
一
号

医
療
法
人
康
麗
会
　
山
梨
峡
東
病
院

山
梨
県
告
示
第
五
百
五
十
一
号

山
梨
県
内
の
各
市
町
村
長
が
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
行
う
麻
し
ん
の
予
防
接
種
に
協
力
す
る
旨
の
次
の
表
に
掲
げ
る
医
師
の
承
諾
が
撤
回
さ
れ

た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

医
師
の
氏
名

予
防
接
種
を
行
う
主
た
る
場
所

岡
本
　
憲
一

東
八
代
郡
石
和
町
市
部
八
百
九
番
地
一
号

医
療
法
人
康
麗
会
　
山
梨
峡
東
病
院

山
梨
県
告
示
第
五
百
五
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
認
定
し
た
道
路
の
路
線
名
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

整
理

新
旧

道
路
の

路
　
　
　
　
　
線
　
　
　
　
　
名

備
　
　
　
　
　
　
　
考

番
号

の
別

種
類

９

旧

県
道

河
口
湖
富
士
線

０１

新

県
道

富
士
河
口
湖
富
士
線

７

旧

県
道

青
木
ケ
原
河
口
湖
線

３１

新

県
道

青
木
ケ
原
船
津
線

２

旧

県
道

鳴
沢
河
口
湖
線

７１

新

県
道

鳴
沢
富
士
河
口
湖
線

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
三
十
一
号
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
別
）一
箇
年
　
一
六
、〇
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

七
一
三

山
梨
県
公
報
平
成
十
五
年

十
一
月
十
七
日

第
千
四
百
三
十
一
号

月　曜　日



山
梨
県
告
示
第
五
百
五
十
三
号

山
梨
県
県
営
住
宅
設
置
及
び
管
理
条
例
（
平
成
九
年
山
梨
県
条
例
第
十
五
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
、
県
営
住
宅
の
名
称
及
び
位
置
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

名
　
　
　
　
称

位
　
　
　
　
　
　
　
置
　
　
　
　
　

塩
部
第
一
団
地

甲
府
市

塩
部
第
二
団
地

甲
府
市

伊
勢
団
地

甲
府
市

千
塚
北
団
地

甲
府
市

千
塚
南
団
地

甲
府
市

千
塚
西
団
地

甲
府
市

湯
村
団
地

甲
府
市

貢
川
団
地

甲
府
市

小
瀬
団
地

甲
府
市

和
戸
団
地

甲
府
市

玉
川
団
地

中
巨
摩
郡
竜
王
町

田
富
団
地

中
巨
摩
郡
田
富
町

田
富
釜
無
団
地

中
巨
摩
郡
田
富
町

常
永
団
地

中
巨
摩
郡
昭
和
町

山
王
団
地

中
巨
摩
郡
田
富
町

東
花
輪
団
地

中
巨
摩
郡
田
富
町

櫛
形
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

白
根
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

福
祉
村
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

甲
西
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

神
ノ
木
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

八
田
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

豊
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

南
美
台
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

八
田
第
二
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

田
島
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

八
田
第
三
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

下
高
砂
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

櫛
形
小
笠
原
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

若
草
下
今
井
団
地

南
ア
ル
プ
ス
市

塩
山
団
地

塩
山
市

上
井
尻
団
地

塩
山
市

粟
生
野
団
地

塩
山
市

塩
山
熊
野
団
地

塩
山
市

東
山
梨
団
地

山
梨
市

ぶ
ど
う
の
里
団
地

東
山
梨
郡
勝
沼
町

東
山
梨
ぬ
く
も
り
団
地

山
梨
市

勝
沼
下
岩
崎
団
地

東
山
梨
郡
勝
沼
町

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
三
十
一
号
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

七
一
四



御
坂
団
地

東
八
代
郡
御
坂
町

石
和
団
地

東
八
代
郡
石
和
町

大
坪
団
地

東
八
代
郡
境
川
村

八
代
団
地

東
八
代
郡
八
代
町

一
宮
団
地

東
八
代
郡
一
宮
町

富
士
見
団
地

西
八
代
郡
市
川
大
門
町

六
郷
団
地

西
八
代
郡
六
郷
町

三
珠
団
地

西
八
代
郡
三
珠
町

下
部
団
地

西
八
代
郡
下
部
町

久
那
土
団
地

西
八
代
郡
下
部
町

岩
間
平
団
地

西
八
代
郡
六
郷
町

鰍
沢
団
地

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町

鰍
沢
中
部
団
地

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町

増
穂
団
地

南
巨
摩
郡
増
穂
町

青
柳
団
地

南
巨
摩
郡
増
穂
町

中
富
団
地

南
巨
摩
郡
中
富
町

鰍
沢
北
部
団
地

南
巨
摩
郡
鰍
沢
町

青
柳
第
二
団
地

南
巨
摩
郡
増
穂
町

下
田
原
団
地

南
巨
摩
郡
中
富
町

身
延
団
地

南
巨
摩
郡
身
延
町

身
延
第
二
団
地

南
巨
摩
郡
身
延
町

増
穂
天
神
団
地

南
巨
摩
郡
増
穂
町

南
光
平
団
地

南
巨
摩
郡
南
部
町

富
沢
団
地

南
巨
摩
郡
南
部
町

韮
崎
東
団
地

韮
崎
市

韮
崎
西
団
地

韮
崎
市

若
尾
団
地

韮
崎
市

岩
下
団
地

韮
崎
市

旭
団
地

韮
崎
市

韮
崎
団
地

韮
崎
市

韮
崎
穂
坂
団
地

韮
崎
市

長
坂
団
地

北
巨
摩
郡
長
坂
町

日
野
春
団
地

北
巨
摩
郡
長
坂
町

武
川
団
地

北
巨
摩
郡
武
川
村

高
根
団
地

北
巨
摩
郡
高
根
町

白
州
団
地

北
巨
摩
郡
白
州
町

牧
原
団
地

北
巨
摩
郡
武
川
村

小
淵
沢
団
地

北
巨
摩
郡
小
淵
沢
町

双
葉
団
地

北
巨
摩
郡
双
葉
町

明
野
つ
つ
じ
ケ
丘
団
地

北
巨
摩
郡
明
野
村

高
根
南
団
地

北
巨
摩
郡
高
根
町

双
葉
響
が
丘
団
地

北
巨
摩
郡
双
葉
町

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
三
十
一
号
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

七
一
五



富
士
吉
田
団
地

富
士
吉
田
市

寿
団
地

富
士
吉
田
市

新
屋
団
地

富
士
吉
田
市

小
倉
山
団
地

富
士
吉
田
市

谷
村
団
地

都
留
市

蒼
竜
峡
団
地

都
留
市

田
野
倉
団
地

都
留
市

権
現
原
団
地

都
留
市

熊
井
戸
団
地

都
留
市

河
口
湖
団
地

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町

西
桂
団
地

南
都
留
郡
西
桂
町

河
口
湖
小
立
団
地

南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町

大
月
団
地

大
月
市

富
浜
団
地

大
月
市

石
動
団
地

大
月
市

上
野
原
団
地

北
都
留
郡
上
野
原
町

山
梨
県
告
示
第
五
百
五
十
四
号

平
成
十
五
年
山
梨
県
住
宅
需
要
実
態
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
山
梨
県
統
計
調
査
条
例

（
昭
和
二
十
七
年
山
梨
県
条
例
第
十
一
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
調
査
の
目
的

こ
の
調
査
は
、
住
宅
及
び
周
辺
の
住
環
境
に
対
す
る
評
価
、
住
宅
の
改
善
計
画
の
有
無
及
び
そ
の

内
容
、
住
宅
建
設
又
は
住
替
え
の
実
態
等
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
、
平
成
十
八
年
度
か
ら
始
ま
る

山
梨
県
第
九
期
住
宅
建
設
五
箇
年
計
画
の
策
定
等
住
宅
施
策
の
企
画
立
案
の
た
め
の
基
礎
的
資
料
を

得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
　
調
査
事
項

こ
の
調
査
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
行
う
。

１
　
住
宅
の
現
状
に
関
す
る
事
項

２
　
最
近
の
居
住
状
況
の
変
化
に
関
す
る
事
項

３
　
住
宅
の
住
み
替
え
又
は
改
善
に
関
す
る
事
項

４
　
今
後
の
住
ま
い
方
に
関
す
る
事
項

５
　
子
育
て
に
関
す
る
事
項

６
　
住
宅
の
相
続
に
関
す
る
事
項

７
　
別
荘
又
は
セ
カ
ン
ド
ハ
ウ
ス
に
関
す
る
事
項

８
　
世
帯
に
関
す
る
事
項

三
　
調
査
の
範
囲

平
成
十
五
年
住
宅
・
土
地
統
計
調
査
の
対
象
と
な
る
国
勢
調
査
の
一
般
調
査
区
に
常
住
す
る
普
通

世
帯
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
た
世
帯

四
　
調
査
の
期
日

平
成
十
五
年
十
二
月
一
日

五
　
調
査
の
方
法

調
査
員
が
、
抽
出
さ
れ
た
普
通
世
帯
に
直
接
訪
問
の
う
え
、
調
査
票
を
配
布
し
、
及
び
回
収
す
る
。

山
梨
県
告
示
第
五
百
五
十
五
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
土
木
部
建
築
指
導
課
に
備
え
置
い
て

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
道
路
の
位
置

東
八
代
郡
石
和
町
河
内
字
宮
窪
五
一
〇
番
一

二
　
道
路
の
幅
員

四
・
〇
七
メ
ー
ト
ル

三
　
道
路
の
延
長

三
四
・
五
〇
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
三
十
一
号
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

七
一
六



公
　
　
　
告

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
五
年
十
月
十
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
渡
辺
興
業

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
東
山
梨
郡
牧
丘
町
倉
科
五
百
八
十
四
番
地
二

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
渡
邉
昌
博

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
四
）
第
六
九
八
号

四
　
処
分
の
内
容
　
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道

工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
五
年
十
月
六
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
十
五
年
十
月
二
十
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
八
巻
土
木
有
限
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
北
巨
摩
郡
須
玉
町
江
草
一
万
百
二
十
九
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
八
巻
好
美

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
二
）
第
五
〇
七
〇
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
及
び
と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
十
五
年
十
月
十
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五
年
九
月
十
六
日
付
け
で
南
ア
ル
プ
ス
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共

測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
作
業
種
類
　
公
共
測
量
（
都
市
計
画
基
本
図
作
成
）

二
　
作
業
期
間
　
平
成
十
五
年
九
月
十
六
日
か
ら
平
成
十
六
年
三
月
二
十
二
日
ま
で

三
　
作
業
地
域
　
南
ア
ル
プ
ス
市

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
開
発
の
行
為
に

関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
乙
黒
字
二
反
田
五
八
二
の
七

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
巨
摩
郡
玉
穂
町
乙
黒
七
百
三
十
四
番
地
　
畑
警
吾

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
開
発
の
行
為
に

関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

中
巨
摩
郡
田
富
町
西
花
輪
字
西
河
原
二
三
五
四
の
三
及
び
二
三
五
四
の
四

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

中
巨
摩
郡
田
富
町
西
花
輪
二
千
三
百
五
十
四
番
地
三
　
芦
沢
三
男
・
芦
沢
千
恵
子

'

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
許
可
に
係
る
開
発
の
行
為
に

関
す
る
工
事
は
、
完
了
し
た
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
三
十
一
号
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

七
一
七



一
　
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

富
士
吉
田
市
上
吉
田
字
城
山
南
六
六
八
〇
、
六
六
八
一
、
六
六
八
二
、
六
六
八
三
及
び
六
六
八
四

二
　
開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

富
士
吉
田
市
上
吉
田
五
丁
目
十
番
十
八
号
　
有
限
会
社
フ
ジ
イ
　
代
表
取
締
役
　
藤
井
與
三
郎

富
士
吉
田
市
新
屋
四
十
二
番
地
　
堀
内
金
治

'

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
公
開
聴
聞
の
実
施

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
八
条
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
公
開
に
よ
る
意
見
の
聴
取
を
行
う
。

平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

山
梨
県
知
事
　
　
山
　
　
本
　
　
栄
　
　
彦

一
　
意
見
の
聴
取
を
行
う
日
時

平
成
十
五
年
十
一
月
二
十
一
日
　
午
後
一
時
三
十
分

二
　
意
見
の
聴
取
を
行
う
場
所

中
巨
摩
郡
田
富
町
布
施
二
千
三
百
八
十
二
番
地
　
田
富
町
総
合
会
館
二
階
大
ホ
ー
ル

三
　
許
可
し
よ
う
と
す
る
建
築
物
の
計
画
内
容

１
　
建
築
物
の
位
置
　
中
巨
摩
郡
田
富
町
臼
井
阿
原
字
村
西
一
五
一
二
の
三
、
一
五
一
二
の
九
、
一

五
一
二
の
一
〇
、
一
五
一
六
の
六
、
一
五
一
六
の
二
七
及
び
一
五
五
四
の
二
並
び
に
同
町
西
花
輪

字
西
阿
原
一
五
六
九
の
一
、
二
五
〇
〇
の
一
、
二
五
〇
〇
の
四
、
二
五
〇
〇
の
五
、
二
五
九
〇
の

一
、
二
五
九
〇
の
三
、
二
五
九
〇
の
四
、
二
五
九
〇
の
五
、
二
五
九
〇
の
六
、
二
五
九
〇
の
七
、

二
五
九
五
の
一
、
二
五
九
五
の
四
、
二
五
九
五
の
五
、
二
五
九
五
の
六
、
二
五
九
五
の
七
、
二
五

九
五
の
八
、
二
五
九
五
の
九
、
二
五
九
五
の
一
〇
、
二
五
九
五
の
一
一
、
二
五
九
九
及
び
二
五
九

九
の
二
並
び
に
字
阿
原
前
二
六
〇
〇
の
一
、
二
六
〇
〇
の
三
、
二
六
〇
〇
の
四
、
二
六
〇
〇
の
五

、
二
六
〇
〇
の
六
、
二
六
〇
〇
の
七
、
二
六
〇
〇
の
八
、
二
六
七
三
の
一
、
二
六
七
三
の
三
、
二

六
七
三
の
六
、
二
六
七
三
の
七
、
二
六
七
三
の
八
、
二
六
七
三
の
九
、
二
六
七
四
、
二
六
八
〇
の

一
、
二
六
八
〇
の
三
、
二
六
八
〇
の
四
、
二
六
八
〇
の
五
、
二
六
八
〇
の
六
、
二
六
八
〇
の
七
、

二
六
八
〇
の
八
、
二
六
八
〇
の
九
、
二
七
〇
七
の
一
、
二
七
〇
七
の
四
、
二
七
〇
七
の
五
、
二
七

〇
七
の
六
、
二
七
〇
七
の
七
、
二
七
〇
七
の
八
、
二
七
〇
七
の
九
及
び
三
〇
〇
五
の
四
並
び
に
字

新
田
四
六
二
九
の
一
、
四
六
二
九
の
一
四
、
四
六
二
九
の
一
五
、
四
六
六
三
の
一
、
四
六
六
三
の

八
、
四
六
七
九
の
一
、
四
六
七
九
の
四
、
四
六
七
九
の
五
、
四
六
七
九
の
六
、
四
六
七
九
の
七
、

四
六
八
九
の
一
、
四
六
八
九
の
一
一
、
四
六
九
七
の
一
、
四
六
九
七
の
二
、
四
六
九
七
の
五
、
四

七
〇
二
の
一
、
四
七
〇
二
の
二
、
四
七
〇
六
、
四
七
一
五
の
一
、
四
七
一
五
の
五
、
四
七
一
五
の

六
、
四
七
一
五
の
七
、
四
七
一
五
の
八
、
四
七
二
三
の
一
、
四
七
二
三
の
四
、
四
七
二
三
の
五
、

四
七
二
三
の
六
、
四
七
三
九
、
四
七
三
九
の
二
、
四
七
四
四
の
一
、
四
七
四
四
の
六
、
四
七
四
七

の
一
、
四
七
四
七
の
四
、
四
七
四
七
の
五
、
四
七
四
七
の
六
、
四
七
五
六
の
一
（
準
工
業
地
域
）

２
　
建
築
物
の
内
容
　
建
築
基
準
法
第
四
十
八
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
に
係
る
ナ
ト
リ
ウ
ム

・
硫
黄
電
池
を
設
置
す
る
工
場
の
増
築
及
び
用
途
変
更
（
増
築
に
係
る
部
分
の
床
面
積
五
万
二
千

三
百
十
七
・
八
四
平
方
メ
ー
ト
ル
、
用
途
変
更
に
係
る
部
分
の
床
面
積
一
万
七
千
五
百
九
十
八
・

九
三
平
方
メ
ー
ト
ル
）

発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
千
四
百
三
十
一
号
　
　
平
成
十
五
年
十
一
月
十
七
日

七
一
八


